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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則の一部を改正する規則（※）

（人事課取扱い）１

○保健師助産師看護師法施行細則の一部を改正する規則（※）（医師・看護人材課取扱い）１

○鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則（※） （会計課取扱い）３

訓 令

○副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令（※） （人事課取扱い）６

○鹿児島県公印規程及び鹿児島県文書規程の一部を改正する訓令（※）

（学事法制課取扱い）６

○鹿児島県新型インフルエンザ等対策本部規程の一部を改正する訓令（※）

（健康増進課取扱い）７

○鹿児島県災害対策本部規程の一部を改正する訓令（※） （危機管理課取扱い）７

○鹿児島県国民保護対策本部規程の一部を改正する訓令（※） （危機管理課取扱い）８

告 示

○駐在機関の廃止（※） （健康増進課取扱い）８

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年３月26日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第11号

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則の一部を改正する規則

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則（平成18年鹿児島県規則第29号）の一部を

次のように改正する。

「岩切剛志」を「藤本徳昭」に，「苧坂かおり」を「須藤明裕」に改める。

附 則

この規則は，令和３年４月１日から施行する。

…………………………………………………

保健師助産師看護師法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年３月26日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第12号

保健師助産師看護師法施行細則の一部を改正する規則

保健師助産師看護師法施行細則（昭和63年鹿児島県規則第64号）の一部を次のように改正す

る。

第３条第４号中「准看護師免許証書換え交付申請書」を「准看護師免許証書換交付申請書」

に改め，同条中第９号を削り，第８号を第９号とし，第７号を第８号とし，同号の前に次の１

号を加える。
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 令附則第３項の規定による保健婦免状又は看護婦免状の返納書 別記第５号様式

第５条の見出し中「書換え交付申請」を「書換交付申請」に改め，同条第１項中「書換え交

付」を「書換交付」に改め，同条第２項中「准看護師再教育研修修了登録証書換え交付申請書」

を「准看護師再教育研修修了登録証書換交付申請書」に改める。

別記第１号様式中「収 入 証 紙 は り 付 け 欄」を「収 入 証 紙 貼 付 欄」に，

「 「 「
昭 和 印

を に， 性別 男 ・ 女
平 成

」 」 」

「

を 性 別 男 ・ 女 に改め，同様式注中３を削り，４を

」

３とする。

別記第２号様式中「収 入 証 紙 は り 付 け 欄」を「収 入 証 紙 貼 付 欄」に，「准看

護師籍訂正・免許証書換え交付申請書」を「准看護師籍訂正・免許証書換交付申請書」に，

「 「 「 「
昭 和 昭和

を に， を に，「，准看護師
平 成 平成

」 」 」 」

「

籍訂正・免許証書換え交付」を「，准看護師籍訂正・免許証書換交付」に， 印 を

「 」

に改め，同様式注中３を削り，４を３とする。

」

「 「 「 「
昭 和 昭和

別記第３号様式中 を に， を に，
平 成 平成

」 」 」 」

「 「
印 を に改め，同様式注中２を削り，３を２とする。

」 」

別記第４号様式中「収 入 証 紙 は り 付 け 欄」を「収 入 証 紙 貼 付 欄」に，

「 「
昭和 「 「

を に， 印 を に改め，同様式注３を削り，同
平成 」 」

」 」

様式注４中「限る。）」の次に「又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本（申請前６月以内に発行され

たものに限る。）」を加え，同様式注４を同様式注３とする。

「 「
別記第５号様式中 印 を に改め，同様式注１を削り，同様式注２

」 」

を同様式注とする。

「 「
昭和

別記第６号様式中「はり付け欄」を「貼 付 欄」に， を に，
平成

」 」

「

性別 男 女
を

電話 （ ）
」

「

電話 （ ） 「
昭和 平成

に， を
昭和 平成

」
」

「

に，「氏名 印」を「氏名 」に改め，同様式注１を
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」

削り，同様式注２を同様式注とする。

「 「
別記第７号様式中「はり付け欄」を「貼 付 欄」に， 印 を に

」 」

改め，同様式注を削る。

別記第８号様式中「収 入 証 紙 は り 付 け 欄」を「収 入 証 紙 貼 付 欄」に，

「
印

性別 男 ・ 女 を

」

「

性 別 男 ・ 女 に改め，同様式注中２を削り，３を２

」

とする。

別記第９号様式中「収 入 証 紙 は り 付 け 欄」を「収 入 証 紙 貼 付 欄」に，「准看

護師再教育研修修了登録証書換え交付申請書」を「准看護師再教育研修修了登録証書換交付申

「 「
請書」に，「の書換え交付」を「の書換交付」に， 印 を に改め，同様

」 」

式注中２を削り，３を２とする。

別記第10号様式中「収 入 証 紙 は り 付 け 欄」を「収 入 証 紙 貼 付 欄」に，

「 「
印 を に改め，同様式注中２を削り，３を２とする。

」 」

「 「
別記第11号様式中「はり付け欄」を「貼 付 欄」に， 印 を に

」 」

改め，同様式注を削る。

附 則

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に改正前の保健師助産師看護師法施行細則に規定する様式により作

成されている用紙は，当分の間，必要な調整をして使用することができる。

…………………………………………………

鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年３月26日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第13号

鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則

鹿児島県証紙条例施行規則（昭和39年鹿児島県規則第３号）の一部を次のように改正する。

「
鹿児島県世界文化遺産地域通訳案内士登録手数料

鹿児島県世界文化遺産地域通訳案内士登録証訂正

手数料
別表第１中 を

鹿児島県世界文化遺産地域通訳案内士登録証再交

付手数料

貸金業者登録申請手数料
」

「
「 別表第１企

貸金業者登録申請手数料 に， を
」 画部の表

」

「
別表第１総

合政策部の に，

表
」
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「
別表第１Ｐ 全国通訳案内士登録手数料

Ｒ・観光戦 全国通訳案内士登録証訂正手数料 を

略部の表 全国通訳案内士登録証再交付手数料
」

「
別表第１観 全国通訳案内士登録手数料

光・文化ス 全国通訳案内士登録証訂正手数料

ポーツ部の 全国通訳案内士登録証再交付手数料

表 鹿児島県世界文化遺産地域通訳案内士登録手数料
に，

鹿児島県世界文化遺産地域通訳案内士登録証訂正

手数料

鹿児島県世界文化遺産地域通訳案内士登録証再交

付手数料
」

「
薬局開設許可更新申請手数料 を

」

「
薬局開設許可更新申請手数料

地域連携薬局認定申請手数料

地域連携薬局認定更新申請手数料 に，

専門医療機関連携薬局認定申請手数料

専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料
」

「
薬局開設許可証再交付手数料 を

」

「
薬局開設許可証再交付手数料

地域連携薬局等認定証書換え交付手数料 に，

地域連携薬局等認定証再交付手数料
」

「
５トン以上の漁船の漁業許可申請手数料

を
５トン以上の漁船の漁業許可変更許可申請手数料

」

「
漁業許可申請手数料

に，
漁業許可変更許可申請手数料

」

「
ふぐ調理師試験手数料

ふぐ調理師免許申請手数料
を

ふぐ調理師免許証再交付手数料

ふぐ調理師免許証書換え手数料
」

「
ふぐ処理師試験手数料

ふぐ処理師免許申請手数料
に改める。

ふぐ処理師免許証再交付手数料

ふぐ処理師免許証書換え手数料
」

「 「
検 査 結 果

出納 検査日
月日 印

簿
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別記第１号様式中 を に改め，同様式備

」 」

考を削る。

別記第２号様式及び別記第８号様式中「印」を削る。

附 則

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は公布の日から，別表

「
ふぐ調理師試験手数料

ふぐ調理師免許申請手数料
第１の改正規定中 を

ふぐ調理師免許証再交付手数料

ふぐ調理師免許証書換え手数料
」

「
ふぐ処理師試験手数料

ふぐ処理師免許申請手数料
に改める部分は令和３年６月１日

ふぐ処理師免許証再交付手数料

ふぐ処理師免許証書換え手数料
」

「
から，同表の改正規定中 薬局開設許可更新申請手数料 を

」

「
薬局開設許可更新申請手数料

地域連携薬局認定申請手数料

地域連携薬局認定更新申請手数料 に，

専門医療機関連携薬局認定申請手数料

専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料
」

「
薬局開設許可証再交付手数料 を

」

「
薬局開設許可証再交付手数料

地域連携薬局等認定証書換え交付手数料 に改める部分は同年８月１日から

地域連携薬局等認定証再交付手数料
」

施行する。

２ 改正後の鹿児島県証紙条例施行規則は，同規則別表第１に規定するもののほか，令和３年

７月31日以前に医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和元年法律第63号）附則第12条第７項の規定により行うことができる

とされた同法第２条の規定による改正後の医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の

確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第６条の２第１項又は第６条の３第１項の規

定の例による認定の申請に対する審査に係る手数料について適用する。
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鹿児島県訓令第３号

副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年３月26日

鹿児島県知事 塩田康一

副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令

副知事の担任事務に関する規程（平成18年鹿児島県訓令第３号）の一部を次のように改正す

る。

第１条第２号中「岩切剛志」を「藤本徳昭」に改め，同号ア中「文化スポーツ局及び」を削

り，「企画部，ＰＲ・観光戦略部」を「総合政策部，観光・文化スポーツ部」に改め，同条第

３号中「苧坂かおり」を「須藤明裕」に改め，同号ア中「文化スポーツ局及び」を削る。

附 則

この訓令は，令和３年４月１日から施行する。

鹿児島県訓令第４号

鹿児島県公印規程及び鹿児島県文書規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年３月26日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県公印規程及び鹿児島県文書規程の一部を改正する訓令

（鹿児島県公印規程の一部改正）

第１条 鹿児島県公印規程（昭和27年鹿児島県訓令甲第８号）の一部を次のように改正する。

「

鹿 児 島 県

○ ○ 部 文 化 振 興 課
鹿児島県○○部

別表中 方21 青少年男女共 を
○○局長印

○ ○ 局 同参画課

長 印

」

「

鹿 児 島 県

鹿児島県総務部 総 務 部
青少年男女共

男女共同参画局 方21 に改める。
同参画課

長印 男 女 共 同 参 画 局

長 印

」

（鹿児島県文書規程の一部改正）

第２条 鹿児島県文書規程（昭和60年鹿児島県訓令第10号）の一部を次のように改正する。

「
別表第２中 人事課 人 を

｣

「
人事課 人

に，
広報課 広

｣

「
総務事務センター 総セ

訓 令

鹿 児 島 県 公 報 令和３年３月26日（金）第194号の７
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文化振興課 文振
を

世界文化遺産課 世文

スポーツ振興課 スポ振
」

「
総務事務センター 総セ に，

｣

「
企画課 企

を
情報政策課 情政

」

「
総合政策課 総政

デジタル推進課 デジ推 に，

統計課 統
」

「
統計課 統

かごしまＰＲ課 ＰＲ を

広報課 広
」

「
かごしまＰＲ課 ＰＲ に，

」

「
国際交流課 国交 を

」

「
国際交流課 国交

文化振興課 文振 に改める。

スポーツ振興課 スポ振
」

附 則

この訓令は，令和３年４月１日から施行する。

鹿児島県新型インフルエンザ等対策本部長訓令第１号

鹿児島県新型インフルエンザ等対策本部規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年３月26日

鹿児島県新型インフルエンザ等対策本部長

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県新型インフルエンザ等対策本部規程の一部を改正する訓令

鹿児島県新型インフルエンザ等対策本部規程（平成26年鹿児島県新型インフルエンザ等対策

本部長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表第１文化スポーツ対策部の項を削り，同表企画対策部の項中「企画対策部」を「総合政

策対策部」に，「企画部長」を「総合政策部長」に改め，同表ＰＲ・観光戦略対策部の項中

「ＰＲ・観光戦略対策部」を「観光・文化スポーツ対策部」に，「ＰＲ・観光戦略部長」を

「観光・文化スポーツ部長」に改める。

附 則

この訓令は，令和３年４月１日から施行する。

鹿児島県災害対策本部長訓令第１号

鹿児島県災害対策本部規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年３月26日

鹿児島県災害対策本部長

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県災害対策本部規程の一部を改正する訓令

鹿児島県災害対策本部規程（昭和38年鹿児島県災害対策本部長訓令第１号）の一部を次のよ
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うに改正する。

第２条の２中「，文化スポーツ局長」を削り，「各部課長」を「各課長」に改める。

別表第１文化スポーツ対策部の項を削り，同表企画対策部の項中「企画対策部」を「総合政

策対策部」に，「企画部長」を「総合政策部長」に改め，同表ＰＲ・観光戦略対策部の項中

「ＰＲ・観光戦略対策部」を「観光・文化スポーツ対策部」に，「ＰＲ・観光戦略部長」を

「観光・文化スポーツ部長」に改める。

「「

別表第３中 を に改める。

」 」

別記第２号様式の表商業関係の被害の項中「ＰＲ・観光戦略対策部」を「観光・文化スポー

ツ対策部」に改める。

附 則

この訓令は，令和３年４月１日から施行する。

鹿児島県国民保護対策本部長訓令第１号

鹿児島県国民保護対策本部規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年３月26日

鹿児島県国民保護対策本部長

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県国民保護対策本部規程の一部を改正する訓令

鹿児島県国民保護対策本部規程（平成18年鹿児島県国民保護対策本部長訓令第１号）の一部

を次のように改正する。

別表第１文化スポーツ対策部の項を削り，同表企画対策部の項中「企画対策部」を「総合政

策対策部」に，「企画部長」を「総合政策部長」に改め，同表ＰＲ・観光戦略対策部の項中

「ＰＲ・観光戦略対策部」を「観光・文化スポーツ対策部」に，「ＰＲ・観光戦略部長」を

「観光・文化スポーツ部長」に改める。

「「

別表第３中 を に改める。

」

附 則

」

この訓令は，令和３年４月１日から施行する。

鹿児島県告示第443号

平成13年３月30日鹿児島県告示第575号（駐在機関の設置）をもって設置したくらし保健福
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祉部健康増進課鹿屋市駐在機関は，令和３年３月31日限り廃止する。

令和３年３月26日

鹿児島県知事 塩田康一


